
インターネット公売のお知らせ

日本年金機構（年金事務所）では、社会保険料を徴収するために、国税滞納処分の例により差押えた各種財
産の公売を実施しています。次の財産にかかる公売を実施しますので、参加をご希望される方は下記問合せ
先までご連絡ください。
なお、公売は原則としてどなたでも参加できます。公売に関する注意事項について末尾に記載していますの
で、入札を検討される場合は必ずお読みください。

公売公告松本1号

売却区分番号　第1号

最低公売価格 ３，５００円

公売の方法
インターネット公売による

期間競り売り

公売財産

・株式会社コンポジット製ワインセラー
　Cemi-Conductor Electric Refrigerator
　形状：W835ｍｍ×Ｈ400ｍｍ×Ｄ512ｍｍ
　重量：25.8ｋｇ
　型番：a05396
　製造年月日：2014年7月10日
　シリアルNo：0097-00257

公売保証金

参加申込期間
令和8年1月8日（木）午後1時00分から 令和8年1月26日（月）午後11時00分ま

で

競り売り期間
令和8年2月2日（月）午後1時00分から 令和8年2月4日（水）午後11時00分ま

で

買受代金納付期限 同上

不要

売却決定日時 令和8年2月12日（木）午後2時00分

公売場所
KSI官公庁オークションサイト

（https://kankocho.jp)

多少凹みあり



　　≪問合せ先≫
　　　日本年金機構　松本年金事務所　厚生年金徴収課
　　　〒390-8702　松本市鎌田2-8-37
　　　TEL：0263-25-8100（案内4）
　　　平日 8：30～17：15

〇   入札に参加される場合
・入札する場合は、必ず「日本年金機構インターネット公売ガイドライン」をお読みください。
　なお「日本年金機構インターネット公売ガイドライン」に同意しない者は、インターネット公売に参加できません。

〇  公売財産について
・公売財産には瑕疵担保責任を問われず、買受後の保証はありません。
・公売財産は、現状での引渡しとなります。
・入札を希望される場合は、事前にお問い合わせいただき、公売財産の状態を確認することをお勧めします。

〇  入札の参加資格等について
・入札は法人・個人を問いませんので、どなたでも参加できます。
（ただし、国税徴収法第92条及び第108条第1項に該当する方は公売への参加を制限されます。）
・代理人が入札する場合又は法人名で入札する場合であって代表権限がない者が入札する場合は、入札に先立って委任状の提
出が必要です。



インターネット公売のお知らせ

日本年金機構（年金事務所）では、社会保険料を徴収するために、国税滞納処分の例により差押えた各種財
産の公売を実施しています。次の財産にかかる公売を実施しますので、参加をご希望される方は下記問合せ
先までご連絡ください。
なお、公売は原則としてどなたでも参加できます。公売に関する注意事項について末尾に記載していますの
で、入札を検討される場合は必ずお読みください。

公売公告松本1号

売却区分番号　第2号

最低公売価格 １，４００円

公売の方法
インターネット公売による

期間競り売り

公売財産

・Guangdong　KERONG　Electrical　Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ　Ｃｏ.Ｌｉｍｉｔｅｄ製
　ワインセラー　Ｐｉｎｏ
　形状：W255ｍｍ×D505ｍｍ×H623ｍｍ
　重量：12.1ｋｇ
　型番：KWS-12E
　シリアルNo：14687

公売保証金

参加申込期間 令和8年1月8日（木）午後1時00分から 令和8年1月26日（月）午後11時00分まで

競り売り期間 令和8年2月2日（月）午後1時00分から 令和8年2月4日（水）午後11時00分まで

買受代金納付期限 同上

不要

売却決定日時 令和8年2月12日（木）午後2時00分

公売場所
KSI官公庁オークションサイト

（https://kankocho.jp)

多少凹みあり



　　≪問合せ先≫
　　　日本年金機構　松本年金事務所　厚生年金徴収課
　　　〒390-8702　松本市鎌田2-8-37
　　　TEL：0263-25-8100（案内4）
　　　平日 8：30～17：15

〇   入札に参加される場合
・入札する場合は、必ず「日本年金機構インターネット公売ガイドライン」をお読みください。
　なお「日本年金機構インターネット公売ガイドライン」に同意しない者は、インターネット公売に参加できません。

〇  公売財産について
・公売財産には瑕疵担保責任を問われず、買受後の保証はありません。
・公売財産は、現状での引渡しとなります。
・入札を希望される場合は、事前にお問い合わせいただき、公売財産の状態を確認することをお勧めします。

〇  入札の参加資格等について
・入札は法人・個人を問いませんので、どなたでも参加できます。
（ただし、国税徴収法第92条及び第108条第1項に該当する方は公売への参加を制限されます。）
・代理人が入札する場合又は法人名で入札する場合であって代表権限がない者が入札する場合は、入札に先立って委任状の提
出が必要です。


	04_インターネット公売のお知らせ（松本1-1）
	05_インターネット公売のお知らせ（松本1-2）

